
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号

飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
事
業
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
高
松
塚
古
墳
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
大
字
平
田
字
高
松
及
び
字
ス
キ
タ
ニ
所
在
の
古
墳
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
周
辺
の
地
域
の
歴
史
的
風
土
の
保
存
又

は
高
松
塚
古
墳
に
つ
き
そ
の
文
化
的
活
用
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
四
二
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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